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研究成果の概要（和文）：本研究はシビアな環境汚染に起因するブラウンフィールド問題について、リスクマネジメン
トの観点から除染地再生を検討することを目的としており、福島での課題調査を踏まえて、欧米諸国における汚染対策
と再生事例を調査した。リスク評価と維持管理方策に関して、欧米諸国の制度上の枠組みからリスクガバナンスの在り
方を考察するとともに、官民連携を促進する公的支援の枠組みを示した。またスティグマ削減についてGIによる地域再
生の可能性を検討し、福島の避難指示解除準備地区における住民帰還に向けた取り組みの一環としてライフサイクル回
復の実践と住民対話を行い、除染後の地域再生とリスクコミュニケーションに関する知見を纏めた。

研究成果の概要（英文）：This research aims to explore the regeneration of brownfield site caused by the 
severe soil pollution through the risk management. Based on the research problem in Fukushima, it was 
investigated by the case study of brownfield regeneration in Western countries. The appropriate risk 
governance by the analysis of legal framework in Western countries, and the public support framework to 
promote public-private partnerships were discussed. The possibility of regional revitalization by GI for 
stigma reduction was examined. And we conducted a consultation with the local residents as a part of 
efforts to resident’s return in Fukushima. The findings on regional regeneration and risk communication 
after decontamination were summarized in the workshops held in Japan and Germany.
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１．研究開始当初の背景 
福島の原発事故以降、多くの先進諸国にお

いてシビアな環境汚染に起因するブラウン
フィールド問題と健康被害に対するリスク
コミュニケーションのあり方に関心が高ま
っている。ブラウンフィールドとは一般に工
場跡地などで土壌汚染のために再利用がな
されずに放置される土地のことで、このよう
な問題は近年の先進工業国の産業社会構造
の変化に伴う工場跡地の増加とともに顕在
化し、都市再生政策や持続可能な開発の観点
からも重要なテーマであった。ただここで議
論されていた土壌汚染は、主として廃業した
産業用生産施設などで使用されていた残留
有害汚染物質による健康被害と放棄地問題
を中心に取り組まれてきた。現在原発事故の
あった福島では段階的な放射能汚染の除染
作業が進行中であるが、計画的避難区域の中
には長期の除染対策がつづく可能性があり、
今後放棄地が急増することも懸念される。ま
た浄化対策以降の除染地やその周辺地域の
再生を考えるには、これまでのような都市基
盤の整備を進めるだけでは不十分であり、健
康被害の問題とともにスティグマの発生も
懸念され、適切なリスクガバナンスは不可欠
である。 
２．研究の目的 

シビアな環境汚染に起因するブラウンフ
ィールドの再生において浄化対策とともに
適切なリスクコミュニケーションのあり方
を考えておくことは重要である。当該分野で
先駆的な取組みを行う英国を拠点に欧米諸
国の実情を考察した上で、シビアな除染地の
都市再生をリスクマネジメントの観点から
検討することが本研究の目的である。 
３．研究の方法 

上記目的を達成するため、国内外の関連す
る分野の専門家を研究分担者、研究協力者と
して加え、欧米諸国における汚染対策と再生
事例の現地調査を実施するとともに、原発事
故のあった福島での課題調査を踏まえ、以下
に示す 3 つの課題を通して調査研究を行う。 
①汚染地のリスク評価と維持管理方策 
②除染地開発における官民連携 
③スティグマ削減とリスクコミュニケーシ
ョン 
４．研究成果 
(1)概要 

「汚染地のリスク評価と維持管理方策」に
関して、まず日本と英国における土壌汚染地
の規模推計を比較し、わが国の位置づけを明
らかにするとともに〔雑誌論文⑩〕、欧米諸国（英
国、米国、オランダ）と日本の土壌汚染対策
の経緯と制度上の枠組みを分析し、除染地再
生のためのリスクガバナンスの在り方を考
察した〔雑誌論文①〕〔学会発表④〕。 

「除染地開発における官民連携」に関して
日本（大阪）と英国（マンチェスター）にお
ける開発事例を調査するとともにそれに関
わったステークホルダーへのインタビュー

を通して民間企業と公的機関の役割を考察
した〔図書①〕。また米国におけるブラウンフィ
ールド開発の経緯を整理すると共に、東海岸
のバッファロー、ブリッジポート、ローウエ
ルにおけるブラウンフィールドの再生事例
を調査し、官民連携を促進するための公的支
援の枠組みを分析した〔雑誌論文⑤⑥⑦⑧〕。 

「スティグマ削減とリスクコミュニケー
ション」については英国（ノースウィッチ）
とドイツ（デュイスブルク）における再生事
例の現地調査を実施し、除染地の回復フェー
ズにおいては GI（グリーンインフラストラク
チャー）の整備による地域のイメージ戦略が
効果を上げていること、汚染による環境リス
クへの懸念から生じる心理的ダメージを削
減する手法として有用であること等を確認
した〔雑誌論文②〕〔学会発表⑩〕。 

また福島の避難指示区域において複数の
除染シナリオに基づく除染費用とその効果
を推計するとともに〔雑誌論文④⑨⑪〕、震災後の福
島における不動産価格の動向と関係者の意
識調査をもとに分析を行い、原発直近のいわ
きでは震災翌年から回復基調にある一方、原
発から離れた会津では現在も下落傾向が続
いていることなどスティグマによる影響の
可能性を指摘した〔学会発表③⑧〕。また適切なリ
スクコミュニケーションに不可欠な情報伝
達について、原発事故後の状況をテキストマ
イニングを利用して分析することで、マスメ
ディアによる報道情報と SNSによるネット情
報には時間的、内容的に一定の乖離がみられ
ることを示した〔学会発表③⑤〕。 

また除染が進んでいる避難指示解除準備
地域における住民帰還に向けた取り組みの
一環として住民へのコンサルテーションを
行い、GI をベースにした持続可能な再生スキ
ームの一つとして、放射能汚染の除染対策の
情報共有から里山の使用と農作物の栽培等
によるライフサイクル回復の実践を通して、
住民の帰還に向けたまちづくりについて意
見交換を行った〔学会発表①〕。 
これまでの成果を踏まえて日本とドイツ

で専門家を交えた 3回のワークショップを開
催し 4(6)ワークショップ、除染地の回復フェーズに
おいては汚染による環境リスクへの懸念か
ら生じる心理的ダメージを軽減することが
重要であり、適切なリスクコミュニケーショ
ンと住民と専門家の迅速で正確な情報共有
が必要であること、また人口減少や社会の縮
退化が進む地方都市のコンテキストにおい
ては、巨額の資本を投入して強引に開発をす
すめるのではなく、生態系サービスによって
レジリエントで持続可能な社会的インフラ
としての GI による再生に期待できること、
またそれを実現するためには単に環境面で
の恩恵を主張するだけでなく、経済的な裏付
けの元に、その地域に根ざした政策が不可欠
であることなどを示した。 
(2)日英の土壌汚染地の規模推計と位置づけ 
 ここではわが国の土壌汚染対策の位置づ



けを把握するために、日英の政府機関が公表
している土壌汚染に係わるデータをもとに、
両国の汚染地の推計規模を比較し表 1に示し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

汚染地の推計面積は英国で約 30 万 ha、日
本は約 11 万 ha であるが、サイト数は両国
とも約 33 万サイトとほぼ同程度であり、1 
サイトあたりの面積は英国の方が大きく大
規模である。またこのうち実際に土壌汚染調
査が実施された件数は英国で約 3 万サイト、
日本で約 1 万サイトであり、両国の土壌汚染
推計サイト数に対する汚染調査実施率は英
国で 9.6％、日本で 3.1％であることから英
国の方が 3 倍程度調査は進んでいることに
なる。また、英国の PartⅡA により「汚染地」
に指定されたサイトと日本の「旧土壌汚染対
策法」で指定された「指定区域」の累計サイ
ト数はそれぞれ 781 サイト、435 サイトであ
り、汚染調査件数に対する指定率は英国で
2.5％、日本で 4.2％である。このことは土壌
汚染調査によって有害物質が判明した「汚染
地」の割合は日本の方が英国に比べて高いこ
とを示している〔雑誌論文⑩〕。 
(3)欧米諸国と日本の土壌汚染対策の制度上
の枠組みとリスクガバナンス 
 米国では 1978 年に発生したラブキャナル
事件を契機に成立した「スーパーファンド法
（CERCLA）」に基づき、連邦政府が危険度の
高い汚染地を NPLにリストして浄化を行う一
方、それ以外の汚染地は各州が定める「自主
的浄化プログラム」に基づき浄化を行ってい
る。オランダは 1983 年に土壌修復暫定法を

制定し、特にシビアな環境汚染の場合は土壌
保護法(1987)によって扱われている。また英
国での土壌汚染対策は環境保護法 (1990)の
PartⅡA によって 2000 年に整備され、2006
年には放射能汚染についても PartⅡA(2006)
を拡張し「特別地域」として環境庁が所管し
ている。一方日本の場合、その枠組みは市街
地の土壌汚染を扱う「土壌汚染対策法
（2002）」以外に、農地の汚染に関しては「農
用地の土壌の汚染防止等に関する法律
（1970）」、ダイオキシンに関しては「ダイオ
キシン類対策特別措置法（1999）」、福島の放
射性物質については「放射性物質による環境
の汚染への対処に関する特別措置法（2013）」
のように汚染物質や土地利用、汚染の経緯な
どによって個別の異なる法律で扱われる。 
土壌汚染のリスク評価手法に関して、日本

では一律の数値的基準によって評価が行わ
れるが、英国やオランダでは一律の基準と同
時にその敷地固有のリスク評価とリスク管
理を行う点で異なっている。特に英国では
「容認できないリスク」を科学的に評価する
ための専門的なデータセットが準備されて
おり、この中の CLEA は「人体への健康リス
ク」を土壌汚染の程度と暴露時間によって評
価する手法で、様々な土地利用に関する「包
括的な除染シナリオ」が用意され、それぞれ
に「受容体」、「経路」、「暴露時間」などが決
められており、「汚染物質」の種類ごとに長
期暴露による健康リスクを評価するための
指針「SGVs」が用意されている。一方、日本
では環境省令の「人の健康に係る被害が生じ、
又は生ずるおそれがあるものとして政令で
定める基準に該当する」ものに対し「要措置
区域」が指定され、それ以外のものは「形質
変更時要届出区域」に指定される。ここで、
「人の健康に係わる被害の生じるおそれ」と
は、周辺地域の地下水利用状況と当該汚染地
への人の立入りの可能性の有無によって判
断される。 
ここでリスクガバナンスとは Renn1)によれ

ば「対話的な意思決定プロセスによる集団的
決定」としており、その枠組みには「予備推
計」、「リスク推定」、「リスク解析」、「リスク
評価と危機管理」の 4 つのフェーズがあり、
適切なリスクガバナンスはプロセスの透明
性を確保するためのコアになると述べてい
る。米国では土壌汚染地の住民への情報開示
は法律で義務付けられており、説明会の実施
や住民団体、環境団体との連携を行って対策
を行うとともに住民へのコンサルテーショ
ンも行われる。また英国における最近の政策
でも情報開示として国民が閲覧できる汚染
地の登記リスト（PDL）があり、除染過程に
おける住民団体や関連組織とのコンサルテ
ーション、住民参加の制度が規定されている
2)。一方オランダの政策は意思決定の前に有
資格者の団体への情報開示は規定されてい
るものの、一般市民には制限されている点で
他国とは異なる 3)。日本でも 2005 年に改正さ

表 1．日英の土壌汚染サイトの推計規模 



れた「土壌汚染対策法」では、要措置区域の
情報開示が WEB 上で行われており、原発事故
に対する政策ではコミュニティ参加の方針
が導入され、除染プロセスを通した住民対応
や方針決定会議の開催、ステークホルダーへ
のコンサルテーション、市民への汚染サイト
の情報開示などが規定されている。 

しかしながら福島市が 2012 年と 2014 年に
実施した住民意識調査 4)を見ると「正確な情
報開示」の要望が 68.8％と最も高く、次いで
「住民の健康管理」が 64.6％であった。また
館野ら 5)が実施した放射能汚染に関する意識
調査では福島とそれ以外の東北、関東、関西
の３地域で不安の理由や度合いに違いがあ
ること、不安の主な理由は、「放射線につい
ての科学的知識が不足しており、わからな
い」のではなくて「学術的に追求しても、結
論が確固たるものではないから」や「政府の
対応への不信」などであることを指摘してい
る。これらの結果はいずれも適切なリスクコ
ミュニケーションの不足を示しており、汚染
浄化プロセスにおける制度上の問題を有し
ていると考えられる。これは土壌汚染政策が
科学的データに基づくだけでなく、社会的経
済的側面の考慮が重要であること、法的制約
によってその活動の多くがボランタリーで
行われる必要があったことなど、リスクガバ
ナンスは連続したプロセスによる包括的概
念であるが、科学的根拠に基づく管理ステッ
プが一方通行となってしまう傾向があるこ
とを示唆している〔雑誌論文①〕〔学会発表④〕。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)米国のブラウンフィールド(BF)再生にお
ける公的支援と官民連携 

米国の土壌汚染対策はスーパーファンド
法の成立に伴い、厳格・広範・遡及的な浄化
責任の追求が始まり、汚染地再利用における
民間事業者の「不確実性」が高まった後、先
駆的な州が VCP により牽引した政策は、対策
プロセスの規範化・責任保護制度によりこの
「不確実性」を低下させ自主浄化を推進した。
厳しすぎた環境規制の緩和という見方もで
きるが、土壌汚染をリスクに応じて判定する
NPL 掲載プロセスや、土壌汚染情報の蓄積シ
ステムの存在故に、土壌汚染リスクを行政が
管理・追跡できるようになりこの政策が可能
となった。スーパーファンド法に起因する BF
サイトに対する公的支援は、同法により生ま
れたリスク管理の基盤を最大限活用した制
度だったとも言える。また、同法以降、土地
所有者・開発者が負担していた土壌汚染リス
クは、VCP により州政府がその一部を分担、
連邦 BF 法により EPA も州政府が分担したリ

スクを追認・共有した。加えて連邦政府の BF
補助金交付や州政府の税免除/技術支援は側
面から BF 再生を支援した。これらの政策に
より、好立地の BF サイトでは民間再開発が
進行、2003 年の連邦 BF 法に至った。一方で
個別のサイトの浄化を支援するこの政策で
は、土地の再利用が進まない地区・地域があ
ることも明らかになった。このような衰退地
区に対して、土壌汚染浄化だけでなく、交通
インフラの改良や土地利用者の誘致を含む、
包括的な地区再生計画の立案を支援する枠
組みが 2003 年に NY.NJ 州で開始された。2010
年には EPA も同様の補助金提供を開始した。 
BF 政策において、州政府が環境基準の設定

を含む、広範な権限を持っており、政策の発
展・展開のプロセスが特徴的である。多くの
政策は、一部の先駆的な州が独自制度として
導入し、連邦政府が類似の政策で追随、他州
への展開を支援してきたことがわかった。 
資金供与を行う連邦、環境対策を所管する

州、都市計画・経済開発を目指す自治体の三
者の連携が重要となるが、その連携のあり方
を示したのは、1998 年の SC 事業であった。
連邦政府職員が自治体に 2年間派遣され、自
治体の立場で BF 再生を推し進め、大きな成
果をあげた。同じ政府内の異なる部局間の連
携の促進も図られた。1997 年の「全米 BF パ
ートナーシップ」の考え方は、2009 年の「持
続可能なコミュニティパートナーシップ」等
にも引き継がれており、多様な公的支援を組
合せて効果を最大化する試みが続いている。
州政府でも NJ 州 BDA に代表されるように特
定地区に対して、各部局が専属の担当者を置
くなどの工夫が行われている〔雑誌論文⑤⑥⑦⑧〕。 
(5) 福島の不動産価格動向とスティグマの
分析 
スティグマとは土壌汚染の存在に起因す

る心理的な嫌悪感が引き起こす不動産価格
の減価要因のことで、土壌汚染による不動産
価値の低下額は、環境リスクへの不安などか
ら実際の汚染浄化に要する費用よりも大き
くなる傾向があり、このような「汚染による
環境リスクへの懸念から生じる不動産価値
への心理的ダメージ」のことを総称する 1）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２は 1986 年から 2012 年までの福島県

と全国の住宅地と商業地の地価の対前年平
均変動率の推移を示したものである 2）。日本
では 1991 年のバブル崩壊以降、2007 年に商
業地の全国の平均が一時的に増加に転じた

図 2．住宅地と商業地の地価対前年平均変動率の推移 
（福島県、全国平均） 

1) Renn O and Klinke A, “A Framework of Adaptive Risk Governance 
for Urban Planning”, Sustainability, 5, 2013, pp.2036-2059. 
2) Department for Env., Food and Rural Affairs, “Defra circular 
01/2006”, Environmental Protection Act 1990: Part 2A, Contaminated 
land, 2006, pp. 5-190. 
3) Ministry of Infrastructure and the Env., “Soil Protection Act”, 2013, 
pp. 1-36. 
4) 福島市政策推進部広報聴課、「放射能に関する市民意識調査」2014 
5) Tateno S and Yokoyama MH, “Public anxiety, trust, and the role of 
mediators in communicating risk of exposure to low dose radiation 
after the Fukushima Daiichi Nuclear Plant explosion”, Journal of 
Science Communication, Vol. 12, No. 2, Jun. 2013, pp. 1-22. 
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以外は 2012 年まで継続して地価の下落傾向
が続いている。また 2008 年の下落はリーマ
ンショックによる世界的金融危機の影響を
示している。ここで東日本大震災のあった
2011 年を見ると全国平均の変動率は変化し
ていないが、福島県の地価変動率が大きく下
落しており、住宅地に比べて商業地の下げ幅
が大きい。ただ 2012 年以降、変動率は回復
に転じている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３に 2012 年 1 月～2016 年 4 月までの

福島県内 6 地区の住宅地の土地価格動向指
数の変動率（DI）の推移を示す。このデータ
は社)福島県不動産鑑定士協会の調査 3）によ
るもので、市場動向指数（DI）は福島県の不
動産業者約 230 社へのアンケートにおける
不動産取引における成約価格の動向を指数
化したものである。2012 年の 1 月時点では
県全域で下落しているが、いわき地区は既に
2012 年 5 月時点で上昇に転じている。これ
は原子力発電所の作業に伴う労働者の住宅
需要があったためと考えられ、その他の地域
の下落傾向はその後徐々に縮小され 2013 年
10 月には会津を除くすべての地区が上昇に
転じている。これは長期化が見込まれる除染
作業によって避難者などが県内で中長期の
転居先を求めることによって避難指示区域
以外の住宅需要が回復したものと考えられ
る。一方、原子力発電所から最も離れた会津
は除染作業が既に完了しているにもかかわ
らず、当初の下落傾向が現在まで継続してお
り、ここにスティグマ発生の可能性があるこ
とが懸念される〔学会発表③⑧〕。 
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図 3．福島の土地価格動向指数対前年平均変動率の推移
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